
 

「公用車の売却 一式」仕様書 

 

１．目的 

 独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「NITE」という。）バイオテクノロジーセンター（以

下「NBRC」という。）は、バイオエコノミー社会の実現に貢献することを目的に、公用車を用い

て公共交通機関の利用が困難な場所に職員が直接に赴き、生物遺伝資源の探索業務を行っている。 

 NBRCは令和7年度中に「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行

すべき措置について定める計画（令和7年2月18日閣議決定）」(以下「政府実行計画」という。)

に適合した公用車に更新する見込みであることから、既存の公用車２台を売却する。 

 

2. 仕様 

（1） 別添「売却対象車両」に記載した車両2台及び各車両のスタッドレスタイヤ4本1組すべてを

買い取ること。 

（2） 請負者は、4.項の引渡場所に受取に来ること。 

（3） 売却対象車両の名義変更等、法令に定められた手続きはすべて請負者が負担することとし、

費用は車両買取り価格と相殺すること。また、これらの手続きについては、令和8年3月31日ま

でに完了できるようNBRCとスケジュール調整を行うこと。 

（4） 車両の引き渡しにあたって、輸送等に必要な手配は請負者が行い、費用は車両買取り価格

と相殺すること。 

 

3. 期限 

（1） 引渡期限 

令和8年3月16日（月） 

※ 引渡時刻等の調整は、NITEバイオテクノロジーセンター計画課職員（以下「担当者」とい

う。）と行うこと。 

（3）名義変更等、法令に定められた手続き完了期限 

令和8年3月31日(火) 

 

4. 引渡場所 

  NITEバイオテクノロジーセンター 

  千葉県木更津市かずさ鎌足２－５－８ 

 

5. 引渡当日の注意事項 

（1） 作業は、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第1条に定める日を除く

平日の午前８時３０分から午後５時１５分の間に行うこととし、担当者と相談して決定するこ

と。 

（2） 作業に際し施設へ入出するときは、必ず担当者に通知すること。 

（3） 担当者の許可なく、指定区域外へ立ち入ってはならない。指定区域外に立ち入る必要性が

生じた場合は、必ず担当者の許可を得ること。 

（4） 作業を実施する場合は、担当者からの注意を厳守し、当該担当者の指示のもと、これを実施

すること。 

（5） 作業中に疑義及びトラブルが発生した場合は速やかに担当者に連絡し指示を得ること。 

（6） 必要な場合は作業中にNITEが保持する物品及び設備、施設に損害を与えないよう養生等を

施すこと。 

（7） 請負者の過失により、NITEが保持する物品及び設備、施設に損害を与えた場合は、請負者が

これを補償するとともに復旧を行うこと。 

（8） 作業時に発生した廃材及び作業場所の汚れ等は別途費用を生ずることなく請負者が適切に

処分及び清掃等を行うこと。 



 

（9） 作業終了後は担当者にその旨を連絡し、作業確認を受けること。 

 

6. その他 

（1） 仕様書に記載されていない場合、又は疑義が生じた場合には、担当者と別途協議すること。

ただし、軽微なものについては担当者の指示に従うこと。 

（2） 安全確保及び事故防止のため必要な措置を講じること。事故が発生した場合、その損害の

補償等については請負者が責任を負うこと。 

（3） 納品物がある場合については国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１

２年法律第１００号）」第６条による「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定めら

れている品目については、NITEが定めた方針    （https://www.nite.go.jp/nite/jyohok

oukai/sonotahojin/keiyaku/kankyo/green26-1.html）を満たすこと。 

（4） 本役務の実施・完了において、契約不適合の事実を知った時から1年以内に、契約不適合が

認められた場合又は担当者から問い合わせを受けた場合、速やかにその原因を究明し、担当者

に報告するとともに、その原因の所在が請負者にある場合、請負者の責任において対策を講じ

ること。また、それに要する費用も請負者でまかなうこと。 

なお、契約不適合により第三者に与えた損害については、すべて請負者の責任において処理

解決するものとする。 

 

以上 

  



 

別添「売却対象車両」 

 

１．車両① 

(1)車名 日産 

(2)車種 キャラバン 

(3)登録番号 袖ケ浦３００ ふ ８３６６ 

(4)型式 CBA-SGE25 

(5)用途車種 自家用普通自動車 

(6)初年度登録 平成23年３月 

(7)使用目的  業務使用 

(8)車検満了日  令和８年３月１６日 

(9)事故による修理歴あり、エアコン故障中。 

  

車両①外観 車両①外観 

 

 

走行距離265,987km（2026/1/9時点） 

  



 

 
車両①の車検証（写） 

 

  



 

 
車両①の車検証記録事項 

  



 

２．車両② 

(1)車名 スバル 

(2)車種 フォレスター 

(3)登録番号 袖ケ浦３００ つ ４３８４ 

(4)型式 TA-SG5 

(5)用途車種 自家用普通自動車 

(6)初年度登録 平成15年３月 

(7)使用目的  業務使用 

(8)車検満了日  令和８年３月１８日 

(9)事故歴なし 

  

車両②外観 車両②外観 

 

 

走行距離（2026/1/9時点） 

 

  



 

 
車両②車検証（写） 

  



 

 
車両②車検証記録事項 

 


